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電気メスで引火した薬剤 一般名

ノベクタンLスプレー
エトオキシエチルメタアクリル

樹脂配合剤

マスキンＲ・エタノール液(0.5ｗ/ｖ％)

マスキンＷ・エタノール液(0.5ｗ/ｖ％)

ベンクロジドVエタノール液(0.5％)

グルコン酸クロルヘキシジン

電気メスによる薬剤の引火

電気メスの使用により薬剤に引火し、患者に熱傷をきたした事例が4件報告されて

います。（集計期間：2006年1月1日～2009年7月31日、第16回報告書「共有

すべき医療事故情報」に一部を掲載）。

電気メスの使用による
薬剤の引火の事例が報告されています。

◆この他、添付文書に「可燃性の製品」、「火気厳禁」など取り扱いに注意を要する
記載がある薬剤があります。

◆外用消毒剤には添加物としてアルコール等を使用しているものがあるので、使用
にあたっては注意してください。
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※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業

の一環として専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。当事業の趣旨

等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。

　http://www.med-safe.jp/

※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証

するものではありません。

※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

事 例 1

医師は、術野をマスキンＲ・エタノール液（0.5ｗ/ｖ％）で追加消毒した。

その際、マスキンＲ・エタノール液がシーツに浸透した。その後、電気メス

を使用したところシーツに引火し、患者の右側胸部にⅡ度及びⅢ度の熱傷

をきたした。医師は、マスキンＲ・エタノール液が乾燥していることを確認

せずに電気メスを使用した。

事 例 2

医師は、手術創にノベクタンＬスプレーを噴霧した。その後、ストマを造設

するために皮膚切開に電気メスを使用したところ、皮膚のノベクタンＬス

プレーに引火し、患者に熱傷をきたした。医師は、ノベクタンＬスプレーが

引火性薬剤であることを忘れていた。


